
■個人番号（マイナンバー）の取り扱いにおける注意事項について

①個人番号の利用目的について

　�市区町村から特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）により通知される納税義務者の個人番号は、特別徴収に係る事務に限り使用

することができ、たとえ本人の同意があったとしても、それ以外の事務（社会保障など）には使用することはできません。

　　※番号法第９条第４項（抜粋）

　　�（前略）法令又は条例の規定により、別表の各項の上欄に掲げる行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を

処理する者又は地方公共団体の長その他の執行機関による第一項又は第二項に規定する事務の処理に関して必要とされる他人の

個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行うものとされた者は、当該事務を行うために必要な

限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

②特別徴収義務者の個人番号の収集について

　�特別徴収税額通知書（特別徴収義務者用）により個人番号を取得した場合でも、特別徴収義務者は納税義務者の個人番号を収集する

責務はなくなりませんので、本人から個人番号の収集ができていない従業員については、引き続き個人番号の収集に努めるようお願

いいたします。

　　※番号法第６条（抜粋）

　　�個人番号及び法人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号及び法人番号の利用に関し実

施する施策に協力するよう努めるものとする。
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